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設備委員会1. 自動火災報知設備の設置対象物

自動火災報知設備の設置対象物は、消防法第１０条第４項、同第１７条第１項
及び第２項の規定に基づき定められている。
また、消防法施行令第２１条第１項によりその詳細が定められています。

１ 消防法第１７条第１項の規定によるもの
学校、病院、工場、事業所、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物
その他の防火対象物又はその部分に対する基準であり、一定規模以上の場合に設置が必要と
なり消防法施行令第２１条にその用途、規模等が示されています。

消防法施行令 別表第１

工事基準書 令和６年版より



一般社団法人 日本火災報知機工業会

設備委員会1. 自動火災報知設備の設置対象物

自動火災報知設備の設置対象物は、消防法第１０条第４項、同第１７条第１項
及び第２項の規定に基づき定められている。
また、消防法施行令第２１条第１項によりその詳細が定められています。

工事基準書 令和６年版より

自動火災報知設備の設置対象物
及び感知器の設置基準
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設備委員会1. 自動火災報知設備の設置対象物

自動火災報知設備の設置対象物は、消防法第１０条第４項、同第１７条第１項
及び第２項の規定に基づき定められている。
また、消防法施行令第２１条第１項によりその詳細が定められています。

２ 消防法施行令第２１条第１項第８号の規定によるもの
令別表第１に掲げる建築物その他工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第
４で定める数量の５００倍以上貯蔵し、又は取扱う場合に自動火災報知設備の設置が必要と
定めています。
尚、消防法第１０条第４項では危険物を貯蔵し、又は取扱う製造所等に対する規定を、製造
所等ごとの規模、貯蔵又は取扱数量により設置が必要と定めています。

工事基準書 令和６年版より

危険物施設の
自動火災報知
設備設置対象

危険物の規制に関する
政令別表第４
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

２ 警戒区域の設定
警戒区域の設定には、原則と例外があります。

３ 原則と例外
原則として警戒区域は、防火対象物の２以上の階にわたらず、一の警戒区域の面積は６００
㎡以下とし、その一辺の長さは５０ｍ以下とすること。
また、２の階にわたる警戒区域の面積が５００㎡以下の場合、及び煙感知器を階段、傾斜路
、パイプシャフト、パイプダクト等に設置する場合には例外となる。
尚、防火対象物の主要な出入り口からその内部を見通すことが出来る場合にあっては、その
面積を１，０００㎡以下とすることが出来ます。

工事基準書 令和６年版より

１ 警戒区域とは
警戒区域とは、火災の発生した区域を他の区域と区別して認識することが出来る最小の単位
をいいます。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

工事基準書 令和６年版より

警戒区域の面積による設定

各階の床面積が６００㎡以下で１辺の長さが
５０ｍ以下の場合は、各階ごとに警戒区域を
設定し、階段は平面と別の警戒区域とする。
図の場合は最少６警戒区域となる。

また、各階の床面積が６００㎡を超える場合は、
６００㎡以下ごとに警戒区域を設定する。
図の場合は最少１１警戒区域となる。

１の階の床面積が６００㎡以下の場合は各階ごとに、６００㎡を超える場合は６００㎡以下ごと
に警戒区域を設定する。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

工事基準書 令和６年版より

警戒区域の１辺の長さによる設定

各階の床面積が６００㎡以下であっても、１辺の長さが５０ｍを超えている場合は、各階ごとに
２警戒区域以上を設定しなければならない。
図の場合は最少１１警戒区域となる。

１辺の長さが５０ｍ（光電式分離型を設ける場合を除く。）を超える場合は、５０ｍ以下ごとに
警戒区域を設定する。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

工事基準書 令和６年版より

警戒区域の２の階にわたる設定

警戒区域の面積の合計が５００㎡以下の場合は、２の階にわたることができるので、１辺の長さ
が５０ｍ以下であれば、１階と２階、３階と４階というように、２の階にわたって警戒区域を設
定することができる。
この場合、当該警戒区域内ごとに容易に感知器等の作動状況を確認できる階段があること。
また地階は原則として地上階とは同一とせず、別の警戒区域とする。
なお、１の階の床面積が２５０㎡を超える場合であっても、２の階にわたる警戒区域の面積の合
計が５００㎡以下であるときは２の階にわたって設定することができる。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

工事基準書 令和６年版より

警戒区域の２の階にわたる設定

小屋裏や天井裏は階ではないので天井下と同一警戒区域とすることができるが、警戒区域の面積
は両者の合計となるので６００㎡以下としなければならない。

小屋裏や天井裏は階ではないが、警戒区域
の面積には算入する。
この場合、容易に感知器の作動状況を確認
できる点検口があること。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

工事基準書 令和６年版より

屋上の塔屋その他の警戒区域

建基令第２条第１項第８号に「昇降機塔、装飾塔
、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分
又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建
築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当
該建築物の建築面積の１／８以下のものは、当該
建築物の階数に算入しない」としている。
建築面積１，０００㎡に対しＰ１、Ｐ２は水平投
影面積が１００㎡で１／８以下であるから階数に
算入されない。
従ってＰ１、Ｐ２は同一警戒区域とすることがで
き、かつ、７階の床面積４００㎡を加えても６０
０㎡以下なので、７階を加えて同一警戒区域とす
ることができるが、作動状況を早期に確認する必
要から塔屋と７階とは、別の警戒区域とすること
が望ましい。
また、地階のＢ１、Ｂ２は、地階部分の床面積が
２５０㎡なので建築面積１，０００㎡の１／８を
超えるので、それぞれ別の階となるが、床面積の
合計５００㎡なので同一警戒区域とすることがで
きる。
ただし、この場合も別の警戒区域とすることが望
ましい。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

工事基準書 令和６年版より

階段、傾斜路、エレベーター昇降路、パイプダクト等の警戒区域

煙感知器を設置する階段、傾斜路並びにエレベーター昇降路、吹き抜けとなっているパイプダク
ト等（ＰＳ、ＤＳ，ＥＰＳ）にあっては、平面的な警戒区域と異なり、たて方向の区画となるの
で居室、廊下等の警戒区域と別に設定する。
ア 階段、エレベーター昇降路、パイプダクト等は、各階の居室、廊下等とは別の警戒区域と

する。
イ 水平距離で５０ｍ以下の範囲内にある階段、エレベーター昇降路等は、同一警戒区域とす

ることができる。
なお、屋上の昇降機塔、装飾塔等も当該範囲内であれば同一警戒区域に含めることができ
る。（昭和４４年１０月３１日 消防予第２４３号）
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

工事基準書 令和６年版より

階段、傾斜路、エレベーター昇降路、パイプダクト等の警戒区域

階段は、地上部分と地下部分を原則として別の警戒区域とするが、地階が１階のみの場合は地上
部分と同一警戒区域とすることができる。

なお、地上部分は、垂直距離が４５ｍ以下ごとに別の警戒区域とすることが必要である。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

工事基準書 令和６年版より

警戒区域の縦方向の区画による設定

Ⓐ、Ⓑ、Ⓓのたて穴と階段は、水平距離が５０ｍ
以下なので同一警戒区域とすることができる。
Ⓒは水平距離が５０ｍ以下であるが、ダクトの頂
部が他のダクト等と３階層以上異なっており、Ⓔ
はダクトの頂部が地階になっているので、それぞ
れ別の警戒区域とする。
なお、地階の階段とⒺは、水平距離が５０ｍ以下
、かつ、ダクトの頂部が３階層以上異なっていな
いため同一警戒区域とすることができる。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

工事基準書 令和６年版より

階数が２の場合の階段部分の警戒区域

階数が２以下の場合の階段部分の警戒区域は、２階の居室と６００㎡以下の範囲で同一警戒区域
とすることができる。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

工事基準書 令和６年版より

内部を見とおすことができる場所の警戒区域の設定

警戒区域は主要な出入口からその内部を見とおすことができる場合にあっては、その面積を１，
０００㎡以下とすることができるとあるが、主要な出入口とは、常時使用される室内外の出入口
であって、直接屋外又は廊下に直結している場合であり、代表的なものは、学校の講堂、屋内競
技場、体育館等のフロアー部分、集会場、観覧場、劇場等の客席部分が該当する。
しかし、倉庫、工場、間仕切のない事務室等は、平面図上では見通しがきくように考えられるが
、実態上では荷物の積上げ、大型機械、ロッカー等が置かれて内部を見通すことができなくなる
ことが想定されるので、本項に該当しないので注意が必要となる。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

警戒区域の面積算出

警戒区域の境界
警戒区域の境界は、あまり複雑にならないようにし、倉庫、工場、その他間仕切りの無い場合
を除いて部屋の中央を境界とするようなことは避け、廊下、通路、壁、防火区画等とする。
また、関連する部屋（厨房と配膳室）などは同一警戒区域にまとめる。
尚、警戒区域の算出に当たっては、壁などの中心線を境界線として算出する。

工事基準書 令和６年版より

警戒区域の範囲
警戒区域は、防火対象物全域に渡って設定する。

ただし、屋外に開放された屋外階段部分や別の警戒区域となる階段室、エレベーターシャフト、
屋外に開放された廊下、バルコニー等の部分は面積の算出から除外できる。

警戒区域の面積は、感知器の設置が免除されている場所も含めて算出する。
便所、洗面所、浴室等は、感知器の設置が除外されているが、警戒区域の面積算出には含める。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

工事基準書 令和６年版より

警戒区域番号の設定

設定した警戒区域ごとに、警戒番号を付ける。
警戒番号は原則として下の階より上の階へ、また、
階ごとに順に付ける。
なお、階段、エレベーターシャフト等のたて穴区画
の警戒番号は、各階の番号の後に付ける。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

１ 機種の選定
受信機は設置する防火対象物の規模、用途に応じ適切なものを選定することが必要である。

工事基準書 令和６年版より

受信機とは

受信機は火災の信号等を受信し、火災の発生場所を防火対象物の関係者に報知する自動火災報知
設備の中枢となるものなので、その機種の選定及び設置位置には十分な検討をして決定しなけれ
ばならない。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

２ 設置場所
受信機の設置場所は防災センター（防災センター、中央管理室、守衛所及び管理人室）等に
設ける。
これは火災信号等を受信した際に、直ちに適切な警報伝達及び消火活動、通報、避難誘導を
行える人が常時人のいる場所でなければならないためである。

（１） 設置場所の条件
受信機は以下のような環境条件の場所に設置する。

① 受信機の正面に直射日光が当たらない箇所

② 操作点検に際し適当な空間が保たれ、かつ、障害となるようなものが付近にない箇所

③ 振動衝撃の影響を受けるおそれのない箇所

④ 湿度及び温度の影響を受けるおそれのない箇所

（２） ２台以上の受信機を設置する場合
１の防火対象物に２台以上の受信機が設けられている場合は、以下の措置を講じる。

① 受信機の設置してある場所相互間で同時に通話することができる電話
またはインターホンを設ける。
ただし、同一室内に２台以上が設置している場合には、当該受信機関の通話装置を設け
ないことができる。

② 地区音響装置はいずれの受信機からも鳴動させることができること。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

工事基準書 令和６年版より

感知器とは

１ 感知器の選択
（１）天井等の高さと感知器の種別

感知器の取付面等の高さ又は天井等の高さによる感知器の種別

感知器は、天井、壁等の室内に面する部分及び天井裏の部分（天井がない場合には屋根の屋内に
面する部分）に有効に火災の発生を感知することができるように設けることと規定されており、
感知器の性能に応じた取付高さの制限、天井等の高さに応じた感知面積、取付間隔等が定められ
ており、これらの基準に適合させるとともに、その機能を十分に発揮できるように取付場所の環
境状態に適応した感知器を適正に設置しなければならない。
また、天井の形状、はり等の有無、熱気流、煙気流等も考慮し、有効に火災の感知ができるよう
な位置に設置することが必要である。
尚、上記に加え、設置位置、設置場所の環境及び試験・点検への柔軟な対応を考慮し、アナログ
式、自動試験機能付き、遠隔試験機能付き等の感知器を選択する必要がある。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

工事基準書 令和６年版より

２ 環境による選択
感知器は、設置場所の環境に適応したものを選択しなければならない。

（１）煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器及び炎感知器を設けることができない場所
（規則第２３条第４項第１号ニ（イ）から（ト）まで及びホ（ハ）の設置場所）
については、以下に掲げる設置場所に適応する感知器を設ける。
（平成３年１２月６日 消防予第２４０号、平成１１年２月１７日 消防予第３６号）
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

工事基準書 令和６年版より

２ 環境による選択
感知器は、設置場所の環境に適応したものを選択しなければならない。

（３）補償式スポット型又は定温式の性能を有する感知器の公称定温点又は公称作動温度
（２以上の公称作動温度を有するものは最も低い公称作動温度）は、感知器の設置
場所の正常時における最高周囲温度より２０度以上高いものを設ける。

（２）感知器の設置場所が以下に掲げる場所にあっては、当該表に掲げる適応する感知器
を設ける。



一般社団法人 日本火災報知機工業会 23

設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

３ 感知器の設置を除外できる場所
次に掲げる場所は、感知器を設けないことができる。

（１）施行令・施行規則によるもの
ア 特定主要構造部を耐火構造とした建築物の天井裏の部分
イ 令別表第１の防火対象物又はその部分（施行規則第２３条第２項で定めるものを

除く。）にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備（いずれも標示
温度が７５℃以下で種別が１種のスプリンクラーヘッドを備えているものに限る
。）を、それぞれの技術基準に従って設置したときは、当該設備の有効範囲内の
部分

ウ 天井裏で天井と上階の床との間の距離が０．５ｍ未満の場所
エ 便所及びこれらに類するもの

（浴室、洗面所、シャワー室等：昭和４４年７月７日 消防予第１９０号）
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

３ 感知器の設置を除外できる場所
次に掲げる場所は、感知器を設けないことができる。

（２）消防法施行令第３２条の特例基準等によるもの
（昭和３８年９月３０日 自消丙予発第５９号他
令和６年３月２９日 消防予第１５８号 改正）

①消防法施行令第３２条の基準の特例

ア 不燃材料で造られている防火対象物又はその部分で出火の危険がないと認められ
るか、又は出火源となる設備、物件が原動機、電動機等にして出火のおそれが著
しく少なく、延焼拡大のおそれがないと認められるもので、かつ、次の（ア）～
（オ）のいずれかに該当するものについては、自動火災報知設備を設置しないこ
とができる。

（ア）倉庫、塔屋部分等にして、不燃性の物件のみを収納するもの
（イ）浄水場、汚水処理場等の用途に供する建築物で、内部の設備が水管、貯水池

又は貯水槽のみであるもの
（ウ）プール又はスケートリンク（滑走部分に限る。）
（エ）抄紙工場、サイダー、ジユース工場
（オ）不燃性の金属、石材等の加工工場で、可燃性のものを収納又は取り扱わない

もの
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

３ 感知器の設置を除外できる場所
次に掲げる場所は、感知器を設けないことができる。

①消防法施行令第３２条の基準の特例

（２）消防法施行令第３２条の特例基準等によるもの
（昭和３８年９月３０日 自消丙予発第５９号他
令和６年３月２９日 消防予第１５８号 改正）

イ 令第２１条第１項各号に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次の（ア）～（オ
）のいずれかに該当する場所には、自動火災報知設備の感知器を設けないことが

できる。
（ア）令別表第１(1)項イに掲げる防火対象物に存する場所のうち、次の①、②、

③及び④に該当し、かつ、待合せ若しくは休憩の設備、売店又は火気使用設
備器具若しくはその使用に際し火災発生のおそれのある設備器具を設けてい
ない玄関、廊下、階段、便所、浴室又は洗濯場の用途に供する場所

① 特定主要構造部を耐火構造としてあること。
② 壁及び天井が不燃材料又は準不燃材料で造られていること。
③ 床に不燃材料又は準不燃材料以外のものを使用していないこと。
④ 可燃性の物品を集積し、又は可燃性の装飾材料を使用していないこと。

（イ）金庫室でその開口部に特定防火設備（甲種防火戸）又はそれと同等以上のものを
設けているもの

（ウ）恒温室、冷蔵室等で、当該場所における火災を早期に感知することができる
自動温度調節装置のあるもの
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

３ 感知器の設置を除外できる場所
次に掲げる場所は、感知器を設けないことができる。

 （エ）押入れ又は物置で、次のいずれかに該当するもの
 ① その場所で出火した場合でも延焼のおそれのない構造であること。

 ② その上部の天井裏に感知器を設けてあること。

（２）消防法施行令第３２条の特例基準等によるもの
（昭和３８年９月３０日 自消丙予発第５９号他
令和６年３月２９日 消防予第１５８号 改正）

イ 令第２１条第１項各号に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次の（ア）～（オ
）のいずれかに該当する場所には、自動火災報知設備の感知器を設けないことが

できる。

①消防法施行令第３２条の基準の特例
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

３ 感知器の設置を除外できる場所
次に掲げる場所は、感知器を設けないことができる。

（エ）押入れ又は物置で、次のいずれかに該当するもの

工事基準書 令和６年版より
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

３ 感知器の設置を除外できる場所
次に掲げる場所は、感知器を設けないことができる。

（オ）耐火構造又は簡易耐火構造の建築物の天井裏、小屋裏等で、不燃材料の壁、天
井及び床で区画されている部分

（カ）工場又は作業場で常時作業し、かつ、火災発生を容易に覚知し、報知できる部
分

（キ）パイプシヤフト、エレベーターシヤフト等で、特定主要構造部を耐火構造とし
たもの

ウ 事業用又は準事業用発電所若しくは変電所の発電機室又は変圧器室のうち、特定主
要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井が不燃材料で造られているものについ
ては、自動火災報知設備を設置しないことができる。

（２）消防法施行令第３２条の特例基準等によるもの
（昭和３８年９月３０日 自消丙予発第５９号他
令和６年３月２９日 消防予第１５８号 改正）

エ 電力の開閉所（電力の開閉に油入開閉器を設置する開閉所を除く。）で、特定主要
構造部が耐火構造、かつ、屋内に面する天井（天井のない場合は、屋根）、壁及び
床が不燃材料又は準不燃材料で造られているものについては、自動火災報知設備を
設置しないことができる。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

３ 感知器の設置を除外できる場所
次に掲げる場所は、感知器を設けないことができる。

②消防用設備等の規制に関する暫定的な運用基準
ア 令第２１条第１項の規定の適用を受ける防火対象物に存する場所のうち、次の（ア

）～（ウ）各号のいずれかに該当する場所には、自動火災報知設備の感知器を設け
ないことができる。

（ア）金属等の溶融、鋳造又は鍛造設備のある場所のうち、感知器により火災を有効
に感知できない部分

（イ）振動が著しく感知器の機能の保持が困難な場所
（ウ）狭あいな天井裏等で感知器の設置、維持を行なうことが困難な場所

イ 令第２１条第１項各号に掲げる防火対象物に存する場所のうち、自動火災報知設備
の感知器の取付け面の高さが４ｍをこえ、かつ、差動式感知器の設備が不適当と認
められる場所で、定温式感知器で有効に火災を感知することができる部分には、定
温式感知器に代えることができる。

ウ 仮設建築物で、巡回監視装置を設け頻繁に巡視する等、容易に火災を感知できる措
置をとるときは、自動火災報知設備を設置しないことができる。

（２）消防法施行令第３２条の特例基準等によるもの
（昭和３８年９月３０日 自消丙予発第５９号他
令和６年３月２９日 消防予第１５８号 改正）
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

４ 感知区域の設定

工事基準書 令和６年版より

（1）平面天井の場合の感知区域
はり等のない平面天井の場合は、１部屋がそれぞれ１感知区域となる。

感知区域とは、感知器によって火災の発生を有効に感知できる区域をいい、それぞれ壁又
は取付け面から０．４ｍ（差動式分布型感知器及び煙スポット型感知器を設ける場合にあ
っては０．６ｍ）以上突出したはり等によって区画された部分をいう。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

（2）はり等がある場合の感知区域
はり等のある場合は、はり等の深さが０．４ｍ（差動式分布型感知器及び煙スポット
型感知器を設ける場合にあっては０．６ｍ）以上の突出したはり等によって囲まれた
部分ごとが１感知区域となる。
ただし、煙スポット型感知器にあっては、階段、傾斜路及び廊下、通路の場合はこ
れによらないことができる。
また、断面図ａ、ｂ、ｃ、ｄはそれぞれ別の感知区域となる。
感知区域の面積の算出は、壁の場合は壁の内側、はりの場合には、はりの中心線まで
の距離を基準に算出する。

工事基準書 令和６年版より

４ 感知区域の設定
感知区域とは、感知器によって火災の発生を有効に感知できる区域をいい、それぞれ壁又
は取付け面から０．４ｍ（差動式分布型感知器及び煙スポット型感知器を設ける場合にあ
っては０．６ｍ）以上突出したはり等によって区画された部分をいう。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

５ 平均高さの出し方

工事基準書 令和６年版より

（ａ）から（ｅ）のように平均高さｈは、棟高（最高部）Ｈと軒高（最低部）Ｈ’の中間
となり ｈ＝ Ｈ＋Ｈ’/２ を算出して、平均高さによる適応する感知器を設ける。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

６ 熱式スポット型感知器（差動式スポット型、定温式スポット型、補償式スポット型、
熱アナログ式スポット型）の設計

工事基準書 令和６年版より

ア 感知区域ごとに設ける。

イ 感知器は、感知区域ごとに、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて、定める
感知面積（多信号機能を有する感知器は、その有する種別に応じて定める床面積
のうち最も大きい床面積）につき１個以上の必要個数を算出し、火災を有効に感
知するように設ける。

（１）設置基準



一般社団法人 日本火災報知機工業会 34

設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

工事基準書 令和６年版より

６ 熱式スポット型感知器（差動式スポット型、定温式スポット型、補償式スポット型、
熱アナログ式スポット型）の設計
（１）設置基準

ウ 感知器の下端は、取付け面の下方０．３ｍ以内の位置に設ける。

エ 感知器は、換気口等の空気吹出し口から１．５ｍ以上離れた位置に設ける。
なお、ファンコイル等のように吹出し口と吸込口が近接しているものにあって
は影響を受けない位置とする。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

工事基準書 令和６年版より

６ 熱式スポット型感知器（差動式スポット型、定温式スポット型、補償式スポット型、
熱アナログ式スポット型）の設計
（１）設置基準

オ 感知器は、４５°以上の傾斜面に取付ける場合
は、座板等を用いて傾斜しないように設ける。

カ 感知器は、火災を有効に感知するように設ける
。
０．４ｍ未満のはり等によって区画されている
場合、感知器は千鳥配置となるように設ける。
（感知器を４個設置する場合の例）

キ 定温式スポット型の公称作動温度、補償式スポット型の公称定温点は、設置場所
の正常時における最高周囲温度より２０℃以上高いものを設ける。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

７ 煙感知器（ イオン化式スポット型、光電式スポット型、イオン化アナログ式スポット型、
光電アナログ式スポット型）の設計

工事基準書 令和６年版より

感知器は、廊下、通路、階段及び傾斜路を除き、１感知区域ごとに感知器の種別及び
取付け面の高さに応じて感知面積につき１個以上の感知器を設ける。
なお、アナログ式スポット型感知器は、設定表示濃度により相当種別のものとして
取扱う。

（１）感知面積
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

７ 煙感知器（ イオン化式スポット型、光電式スポット型、イオン化アナログ式スポット型、
光電アナログ式スポット型）の設計

工事基準書 令和６年版より

なお、廊下及び通路で、その幅が１．２ｍ未満の場合は中心部に設ける。

ア 感知器は、壁又ははりから０．６ｍ以上離れた位置に設置する。

（２）取付位置
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

７ 煙感知器（ イオン化式スポット型、光電式スポット型、イオン化アナログ式スポット型、
光電アナログ式スポット型）の設計

工事基準書 令和６年版より

ウ 天井が低い居室又は狭い居室にあっては、入口付近に設ける。
（昭和４４年３月２９日 消防予第６５号）
なお、出入口付近にユニットバス等の扉がある場合は非火災報に注意して設置する。

イ 感知器の下端は、取付け面の下方０．６ｍ以内の位置に設ける。

（２）取付位置
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

７ 煙感知器（ イオン化式スポット型、光電式スポット型、イオン化アナログ式スポット型、
光電アナログ式スポット型）の設計

工事基準書 令和６年版より

オ 感知器は、４５°以上の傾斜面に取付ける場合は、座板等を用いて傾斜しないように
設ける。

エ 天井付近に吸気口のある場所は、その吸気口付近に設ける。
なお、吹出口からは１．５ｍ以上離れた位置に設ける。
また、ファンコイル等のように吹出し口と吸込み口が近接しているものにあっては
影響を受けない位置とする。

（２）取付位置
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

７ 煙感知器（ イオン化式スポット型、光電式スポット型、イオン化アナログ式スポット型、
光電アナログ式スポット型）の設計

工事基準書 令和６年版より

また、歩行距離が３０ｍを超えている場合、各階の廊下に煙感知器を２個ずつ設ける
こととなる。

ア 歩行距離３０ｍ（３種にあっては２０ｍ）につき１個以上を廊下及び通路の中心に設
ける。（廊下及び通路の歩行距離は、原則として中心線にそって測定する。）
（昭和４４年１０月３１日 消防予第２４９号）

（３）廊下及び通路の場合の設置基準
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

工事基準書 令和６年版より

ウ 地階の廊下及び通路の場合の設置基準
地階の通路及び通路で１ｍ以上のはり等がある場合は、火災を早期に感知するように
隣接する両側の２感知区域までを限度（斜線部分の範囲）として、感知器を設ける。

イ 廊下及び通路が傾斜している場合
歩行距離３０ｍにつき垂直距離５ｍ未満であるときは、廊下及び通路の基準に準じて
設ける。

７ 煙感知器（ イオン化式スポット型、光電式スポット型、イオン化アナログ式スポット型、
光電アナログ式スポット型）の設計

（３）廊下及び通路の場合の設置基準
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

工事基準書 令和６年版より

エ 感知器を設けないことが出来る廊下及び通路
１０ｍ以下の廊下及び通路、又は廊下及び通路から階段に至るまでの歩行距離が、
１０ｍ以下の場合は当該廊下及び通路には煙感知器を設けないことが出来る。

７ 煙感知器（ イオン化式スポット型、光電式スポット型、イオン化アナログ式スポット型、
光電アナログ式スポット型）の設計

（３）廊下及び通路の場合の設置基準
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

７ 煙感知器（ イオン化式スポット型、光電式スポット型、イオン化アナログ式スポット型、
光電アナログ式スポット型）の設計

工事基準書 令和６年版より

ア エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクト等のたて穴には、最頂部に設
ける。

イ エレベーターの昇降路に対する運用
昇降路の頂部とエレベーター機械室との間に開口部があ
れば、当該開口部の面積に関係なくエレベーター機械室
の天井面に煙感知器を設置すれば、エレベーターの昇降
路の頂部に煙感知器を設けないことが出来る。
（昭和４４年１０月３１日 消防予第２４９号）
この場合の感知器は、エレベーター機械室の感知面積に
基づいた個数を設ける。
なお、油圧式のようにエレベーター昇降路の上部に開口
のない場合は、昇降路の頂部に設けなければならない。

ウ パイプダクト等に対する運用
パイプダクト（縦方向）で水平断面積が１㎡（内法寸法
）以上ある場合は、最頂部に１個以上設けること。

開口部が１㎡未満の場合でもパイプダクト等の断面積の
合計が１㎡以上の場合は、感知器を設ける。
開口部Ⓑ部分が１㎡未満の場合でもⒶ+Ⓑの部分が１㎡
以上の場合は、感知器を設ける。
（昭和４４年１１月２０日 消防予第２６５号 問２５）

（４）エレベーターの昇降路、パイプダクト等たて穴の場合
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

７ 煙感知器（ イオン化式スポット型、光電式スポット型、イオン化アナログ式スポット型、
光電アナログ式スポット型）の設計

工事基準書 令和６年版より

ア 階段及び傾斜路は、屋内に面する最頂部に設けるほか、垂直距離１５ｍ（３種にあっ
ては１０ｍ）につき１個以上を、それぞれ屋内に面する部分又は上階の床の下面若し
くは頂部に設ける。（特定１階段等防火対象物の場合は除く。）

なお、階段の頂部が最上階の天井面と同一の場合は、できるだけ室内に近い部分で維
持管理上支障のない位置に設ける。

（５）階段及び傾斜路の場合
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

７ 煙感知器（ イオン化式スポット型、光電式スポット型、イオン化アナログ式スポット型、
光電アナログ式スポット型）の設計

工事基準書 令和６年版より

イ 地下階がある場合は、地階の階数が１の場合を除き地上階と地下階は別の警戒区域と
し、感知器は地上と地下階とを分けて設ける。

ウ エスカレーター等は、垂直距離１５ｍ（３種にあっては１０ｍ
）につき、１個以上設けること。

なお、傾斜路で、歩行距離３０ｍにつき垂直距離５ｍ未満（勾
配１/６未満）のものは廊下の例により設けること。

（５）階段及び傾斜路の場合
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

７ 煙感知器（ イオン化式スポット型、光電式スポット型、イオン化アナログ式スポット型、
光電アナログ式スポット型）の設計

工事基準書 令和６年版より

エ 特殊な階段等の場合
下階と上階との距離が５ｍ未満であれば、同一階段とみなして感知器を設けることが
できる。

オ 特定１階段等防火対象物の場合の階段は、垂直距離７．５ｍにつき１個以上をそれぞ
れ室内に面する部分又は上階の床の下面若しくは頂部に設ける。
（１種又は２種に限る）

（５）階段及び傾斜路の場合
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

８ 発信機

（１）機種の選定
発信機には、Ｐ型１級、２級及びＴ型があり、防滴性の有無によって屋外型、屋内型
に分けられる。
Ｐ型１級発信機は原則、Ｐ型１級受信機及びＲ型受信機に、Ｐ型２級発信機は原則、
Ｐ型２級受信機に組合わされて使用される。

（２）設置場所
発信機は、ホールの入り口、階段の付近又は廊下等で多数の者が目にふれやすく、火
災に際し、速やかに操作できる位置とし、消火栓箱のある場合は、なるべくその直近
に設ける。

（３）設置基準
Ｐ型発信機は、各階ごとにその階の部分から１の発信機までの歩行距離５０ｍ以下と
なるように設ける。

９ 表示灯

（１）設置基準

ア 表示灯は、発信機の直近に設け、赤色のもので常時点灯し、その取付け面と１５°以
上の角度となる方向に沿って、１０ｍ離れた場所から点灯していることが容易に識別
できるものである。

イ 消火栓用表示灯の直近に発信機（消火栓との連動も含む）を設けた場合は、自動火災
報知設備の表示灯を設けないことができる。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

１０ 地区音響装置

工事基準書 令和６年版より

（１）設置基準
地区音響装置は、（Ｐ型２級１回線、Ｐ型３級、ＧＰ型２級１回線、ＧＰ型３級受信
機を用いる警戒区域に設ける場合及び放送設備を消防法施行規則２５条の２により設
置した場合を除く）次に定めるところにより設ける。

ア 設置場所
各階ごとにその階の各部分から１の地区音響装置までの水平距離が２５ｍ以下となる
ように設ける。

地区音響装置は、感知器又は発信機の作動と連動して防火対象物又はその部分の全区域に有
効に火災の発生を報知できるように設ける。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

１０ 地区音響装置

。 イ 音圧及び音色
音圧及び音色は以下に定めるところによる。

（ア）音圧は、取付けられた音響装置の中心から１ｍ離れた位置で９０ｄＢ以上である。
（イ）ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の

音響が聞き取りにくい場所に地区音響装置を設ける場合にあっては、当該場所に
おいて他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置
されている。
ただし、暗騒音が６５ｄＢ以上ある場合は、以下のいずれかの措置又はこれらと
同等以上の効果のある措置を講じる必要がある。
（平成２０年８月２８日 消防予第２００号）

㋐ 警報装置の音圧が、当該場所における暗騒音よりも６ｄＢ以上強くなるよう確保
されている。

㋑ 自動火災報知設備、非常放送設備の警報装置の作動と連動して、警報装置の音以
外の音が自動的に停止し、又は常時人がいる場所に受信機又は火災表示盤等を設
置することにより、警報装置が鳴動した場合に、警報装置以外の音が手動で停止
できるものである。

（１）設置基準

ウ カラオケボックス等で、遊戯のためにヘッドホン、イヤホンその他これに類する物品
を客に利用させる役務の用に供する個室があるものにあっては、当該役務を提供して
いる間においても、当該個室において警報音が確実に聞き取ることができるように措
置されている。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

１０ 地区音響装置

（２）鳴動方式

（ア）一斉鳴動
防火対象物又はその部分に設置された地区音響装置を、感知器又は発信機の作動
と連動して全区域に対して一斉に鳴動させる方式である。
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

１０ 地区音響装置

（イ）区分鳴動
地階を除く階数が５以上で延べ面積が３，０００㎡を超える防火対象物又はその
部分にあっては、以下に示す階に限って警報を発することが出来る。

（２）鳴動方式

㋑ 出火階が１階の場合にあっては、出火階、その直上階及び地階

㋒ 出火階が地階の場合にあっては、出火階、その直上階及びその他の地階

工事基準書 令和６年版より

㋐ 出火階が２階以上の場合にあっては、出火階及びその直上階

㋐ ㋑ ㋒ ㋒
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

１０ 地区音響装置

（２）鳴動方式

この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号（他の警戒区
域からの火災信号等、発信機及び火災の発生を確認した旨の信号）を受信した場
合には、当該防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発することが出
来ること。
また、一定時間とは、防火対象物の用途、規模等並びに火災確認に要する時間、
出火階及びその直上階からの非難が完了すると想定される時間等を考慮し、概ね
数分とし、最大１０分以内とする。
なお、区分鳴動方式の場合は、原則として階段、傾斜路、エレベーター昇降路又
はパイプダクト等に設置した感知器の作動と連動して、地区音響装置を鳴動させ
ない。（昭和４８年１０月２３日 消防予第１４０号）

（イ）区分鳴動
地階を除く階数が５以上で延べ面積が３，０００㎡を超える防火対象物又はその
部分にあっては、以下に示す階に限って警報を発することが出来る。

㋑ 出火階が１階の場合にあっては、出火階、その直上階及び地階

㋒ 出火階が地階の場合にあっては、出火階、その直上階及びその他の地階

㋐ 出火階が２階以上の場合にあっては、出火階及びその直上階
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設備委員会2. 自動火災報知設備の設計基準

１０ 地区音響装置

（イ）自動火災報知設備の受信機と放送設備の連動方法
自動音声警報放送は、感知器発報時のメッセージと火災確認時のメッセージが区
別されていることから、感知器発報時には階別の信号、火災確認時（発信機発報
時、感知器の第２感知器発報時等）には階別信号の他に火災確認信号の移報が必
要となる。
なお、防火対象物の１１階以上の階、地下３階以下の階又は令別表第１（１６の
２）項及び（１６の３）項に掲げる防火対象物で、放送設備の起動装置として発
信機を使用する場合は、その直近に防災センター等と通話することが出来る装置
を付置する。ただし、起動装置を非常電話とする場合にあってはこの限りで
ない。（平成１３年３月２９日 消防予第４３号）

（ア）放送設備の音声警報音による代替え
放送設備が消防法施行規則（第２５条の２）の基準により設備され、自動火災報
知設備の作動と連動して当該区域に放送設備の音声警報音が自動的に放送される
場合は、地区音響装置（地区ベル）を設けないことが出来る。

（３）放送設備（非常放送設備）との関連

（ウ）地区音響装置を設ける場合の対応
放送設備が基準に基づき設置されている場合であっても地区音響装置を設ける場
合は、放送設備の増幅器等の「放送中ベル停止信号出力端子（ＥＢ、ＥＢ‘）」
と自動火災報知設備の受信機の「ベル停止信号入力端子（ＥＢ、ＥＢ‘）」を接
続し、非常放送中は地区音響装置の鳴動を停止させなければならない。
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